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告 示

�愛媛県告示第１３０２号
愛媛県教育機関の設置等に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第１９

号）第４条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとお

り指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県武道館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市市坪西町５５１番地

公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０３号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県生活文化センター
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２

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市二番町三丁目６番地５

株式会社ウイン

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０４号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県県民文化会館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目５番１号

えひめ文化振興コンソーシアム

代表者 公益財団法人愛媛県文化振興財団

構成員 株式会社エス・ピー・シー

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０５号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

萬翠荘

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市二番町三丁目６番地５

株式会社ウイン

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０６号
愛媛県教育機関の設置等に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第１９

号）第４条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとお

り指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県生涯学習センター

２ 指定管理者の住所及び名称

東温市見奈良１１１０番地

株式会社レスパスコーポレーション

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０７号
愛媛県県立博物館設置条例（昭和４５年愛媛県条例第７号）第４条

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県総合科学博物館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市三番町四丁目９番地５

伊予鉄総合企画株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０８号
愛媛県県立博物館設置条例（昭和４５年愛媛県条例第７号）第４条

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県歴史文化博物館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市三番町四丁目９番地５

伊予鉄総合企画株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３０９号
愛媛県教育機関の設置等に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第１９

号）第４条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとお

り指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

えひめ青少年ふれあいセンター

２ 指定管理者の住所及び名称

東温市見奈良１１１０番地

株式会社レスパスコーポレーション

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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３

�愛媛県告示第１３１０号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県体験型環境学習センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市三番町四丁目９番地５

伊予鉄総合企画株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県総合社会福祉会館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市持田町三丁目８番１５号

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１２号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

ファミリーハウスあい

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市萱町四丁目７番地２

特定非営利活動法人ラ・ファミリエ

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１３号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県男女共同参画センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市山越町４５０番地

公益財団法人えひめ女性財団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１４号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

えひめこどもの城

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市三番町四丁目９番地５

伊予鉄総合企画株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１５号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県立愛媛母子生活支援センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１６号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県身体障がい者福祉センター
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４

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１７号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県障がい者更生センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１８号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県視聴覚福祉センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３１９号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県在宅介護研修センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市末町甲９番地１

特定非営利活動法人愛と心えひめ

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２０号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛国際貿易センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

テクノプラザ愛媛

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市�米窪田町３３７番地１
公益財団法人えひめ産業振興財団

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２２号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

えひめ森林公園

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市三番町四丁目９番地５

伊予鉄総合企画株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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人事委員会規則

�愛媛県告示第１３２３号
愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）第１５条の３第

３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

松山観光港ターミナル

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市高浜町五丁目２２５９番地１

松山観光港ターミナル株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２４号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

道後公園

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市持田町三丁目２番２２号

コンソーシアムＧＥＮＫＩ

代表者 ＮＰＯ法人ＴＩＥＳ２１えひめ

構成員 株式会社愛媛庭園

構成員 株式会社游亀

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２５号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

南予レクリエーション都市公園

２ 指定管理者の住所及び名称

宇和島市津島町近家甲１８１３番地

南レク株式会社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２６号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

総合運動公園

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市六軒家町２番１９号

ＴＯＢＥＭＯＲＩ ＳＥＥＤＳ

代表者 一般社団法人ｅ．ｎ

構成員 ニンジニアネットワーク株式会社

構成員 協和道路株式会社

構成員 学校法人河原学園

構成員 株式会社愛媛新聞社

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１３２７号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

とべ動物園

２ 指定管理者の住所及び名称

伊予郡砥部町上原町２４０番地

公益財団法人愛媛県動物園協会

３ 指定をした年月日

令和５年１２月１５日

４ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

�愛媛県人事委員会規則７―１２６１
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～５３ 省略 １～５３ 省略

５４ ２１ ３７ 省略 ５４ ２２ ３８ 省略

５５ ２２ ３８ 省略 ５５ ２３ ３９ 省略

５６ ２２ ３８ 省略 ５６ ２４ ４０ 省略

５７ ２３ ３９ 省略 ５７ ２５ ４１ 省略

５８ ２３ ３９ 省略 ５８ ２５ ４１ 省略

５９ ２４ ４０ 省略 ５９ ２５ ４２ 省略

６０ ２４ ４０ 省略 ６０ ２６ ４２ 省略

６１ ２５ ４１ 省略 ６１ ２６ ４３ 省略

６２ ２５ ４２ 省略 ６２ ２６ ４３ 省略

６３ ２６ ４３ 省略 ６３ ２７ ４４ 省略

６４ ２６ 省略 ６４ ２７ 省略

６５ 省略 ６５ 省略

６６ ２７ 省略 ６６ ２８ 省略

６７ 省略 ６７ 省略

６８ ２８ ４６ ４７ ６０ ５０ ３１ ６８ ２８ ４６ ４７ ６０ ５０ ３２

６９ ２９ ４７ ４７ ６１ ５０ ３１ ６９ ２９ ４７ ４７ ６１ ５０ ３２

７０ ２９ ４７ ４８ ６２ ５０ ３１ ７０ ２９ ４７ ４８ ６２ ５０ ３２

７１ ２９ ４８ ４８ ６３ ５０ ３１ ７１ ３０ ４８ ４８ ６３ ５０ ３２

７２ ３０ ４８ ４８ ６４ ５０ ３１ ７２ ３０ ４８ ４８ ６４ ５０ ３２

７３ ３０ ４９ ４９ ６５ ５０ ３１ ７３ ３１ ４９ ４９ ６５ ５０ ３２

７４ ３０ ４９ ４９ ６６ ５０ ３１ ７４ ３１ ４９ ４９ ６６ ５０ ３２

７５ ３１ ４９ ４９ ６７ ５０ ３１ ７５ ３２ ４９ ４９ ６７ ５０ ３２

７６ ３１ ４９ ５０ ６８ ５０ ３１ ７６ ３２ ４９ ５０ ６８ ５０ ３２

７７ ３１ ４９ ５０ ６８ ５１ ３１ ７７ ３３ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２

７８ ３２ 省略 ７８ ３３ 省略

７９ ３２ 省略 ７９ ３４ 省略

８０ ３２ 省略 ８０ ３４ 省略

８１ ３３ ５０ ５１ ６９ ５１ ３２ ８１ ３５ ５１ ５１ ６９ ５１ ３３

８２ ３３ ５０ ５２ ６９ ５１ ３２ ８２ ３５ ５１ ５２ ６９ ５１ ３３

８３ ３３ ５１ ５２ ６９ ５１ ３２ ８３ ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４

８４ ３４ ５１ ５２ ６９ ５１ ３２ ８４ ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４

８５ ３４ ５１ ５３ ６９ ５１ ３３ ８５ ３７ ５２ ５３ ６９ ５１ ３５

８６ ３４ ５１ 省略 ８６ ３７ ５２ 省略

８７ ３５ ５１ 省略 ８７ ３８ ５２ 省略

８８ ３５ 省略 ８８ ３８ 省略
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８９ ３５ ５２ 省略 ８９ ３９ ５３ 省略

９０ ３６ ５２ 省略 ９０ ３９ ５３ 省略

９１ ３６ ５２ 省略 ９１ ４０ ５３ 省略

９２ ３６ ５２ 省略 ９２ ４０ ５３ 省略

９３ ３７ 省略 ９３ ４１ 省略

９４ ５３ 省略 ９４ ５４ 省略

９５ ５３ 省略 ９５ ５４ 省略

９６ ５３ 省略 ９６ ５４ 省略

９７ ５３ 省略 ９７ ５４ 省略

９８ ５４ ５５ 省略 ９８ ５４ ５６ 省略

９９ ５４ ５５ 省略 ９９ ５５ ５６ 省略

１００ ５４ 省略 １００ ５５ 省略

１０１ ５４ 省略 １０１ ５５ 省略

１０２ ５４ 省略 １０２ ５５ 省略

１０３ ５５ ５６ １０３ ５５ ５７

１０４ ５５ ５６ １０４ ５６ ５７

１０５ ５５ ５６ １０５ ５６ ５７

１０６ ５５ ５６ １０６ ５６ ５７

１０７ ５５ 省略 １０７ ５６ 省略

１０８ ５６ ５７ １０８ ５６ ５８

１０９ ５６ ５７ １０９ ５６ ５８

１１０ ５６ ５７ １１０ ５７ ５８

１１１ ５６ ５７ １１１ ５７ ５８

１１２ ５６ ５７ １１２ ５７ ５８

１１３ ５６ ５７ １１３ ５７ ５９

１１４ ５６ １１４ ５７

１１５ ５６ １１５ ５７

１１６ ５６ １１６ ５８

１１７ ５７ １１７ ５８

１１８ ５７ １１８ ５８

１１９ ５７ １１９ ５８

１２０ ５７ １２０ ５８

１２１ ５７ １２１ ５８

１２２ ５７ １２２ ５９

１２３ ５７ １２３ ５９

１２４ ５７ １２４ ５９

１２５ ５７ １２５ ５９

２ 公安職給料表昇格時号給対応表 ２ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～６９ 省略 １～６９ 省略

７０ ６２ ５８ ５３ 省略 ７０ ６２ ５８ ５４ 省略
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７１ ６３ ５９ ５４ 省略 ７１ ６３ ５９ ５５ 省略

７２ ６４ ６０ ５４ 省略 ７２ ６４ ６０ ５６ 省略

７３ ６５ ６１ ５５ 省略 ７３ ６５ ６１ ５７ 省略

７４ ６６ ６２ ５５ 省略 ７４ ６６ ６２ ５８ 省略

７５ ６７ ６３ ５６ 省略 ７５ ６７ ６３ ５９ 省略

７６ ６８ ６４ ５６ 省略 ７６ ６８ ６４ ６０ 省略

７７ ６９ ６５ ５７ 省略 ７７ ６９ ６５ ６１ 省略

７８ ６９ ６６ ５８ 省略 ７８ ７０ ６６ ６２ 省略

７９ ７０ ６７ ５９ 省略 ７９ ７１ ６７ ６３ 省略

８０ ７０ ６８ ６０ 省略 ８０ ７２ ６８ ６４ 省略

８１ ７１ ６９ ６１ 省略 ８１ ７３ ６９ ６５ 省略

８２ ７１ ７０ ６２ 省略 ８２ ７４ ７０ ６６ 省略

８３ ７２ ７１ ６３ 省略 ８３ ７５ ７１ ６７ 省略

８４ ７２ ７２ ６４ 省略 ８４ ７６ ７２ ６８ 省略

８５ ７３ ７３ ６５ 省略 ８５ ７７ ７３ ６９ 省略

８６ ７４ ７４ ６６ 省略 ８６ ７７ ７４ ６９ 省略

８７ ７５ ７５ ６７ 省略 ８７ ７８ ７５ ７０ 省略

８８ ７６ ７６ ６８ 省略 ８８ ７８ ７６ ７０ 省略

８９ ７７ ７７ ６９ 省略 ８９ ７９ ７７ ７１ 省略

９０ ７８ ７８ ７０ 省略 ９０ ７９ ７８ ７１ 省略

９１ ７９ ７９ ７１ 省略 ９１ ８０ ７９ ７２ 省略

９２～１０６ 省略 ９２～１０６ 省略

１０７ ９３ 省略 １０７ ９４ 省略

１０８ 省略 １０８ 省略

１０９ ９４ 省略 １０９ ９５ 省略

１１０ ９４ 省略 １１０ ９５ 省略

１１１ ９５ 省略 １１１ ９６ 省略

１１２ ９５ 省略 １１２ ９６ 省略

１１３ ９５ 省略 １１３ ９７ 省略

１１４ ９６ 省略 １１４ ９７ 省略

１１５ ９６ 省略 １１５ ９８ 省略

１１６ ９６ 省略 １１６ ９８ 省略

１１７ ９７ 省略 １１７ ９９ 省略

１１８ ９７ 省略 １１８ ９９ 省略

１１９ ９８ 省略 １１９ １００ 省略

１２０ ９８ 省略 １２０ １００ 省略

１２１ ９９ 省略 １２１ １０１ 省略

１２２ ９９ 省略 １２２ １０１ 省略

１２３ １００ 省略 １２３ １０２ 省略

１２４ １００ 省略 １２４ １０２ 省略

１２５ １０１ 省略 １２５ １０３ 省略

１２６～１４１ 省略 １２６～１４１ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表 ３ 研究職給料表昇格時号給対応表
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９

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級

１～４１ 省略 １～４１ 省略

４２ １７ 省略 ４２ １８ 省略

４３ １８ 省略 ４３ １９ 省略

４４ １８ 省略 ４４ ２０ 省略

４５ １９ 省略 ４５ ２１ 省略

４６ １９ 省略 ４６ ２１ 省略

４７ ２０ 省略 ４７ ２２ 省略

４８ ２０ 省略 ４８ ２２ 省略

４９ ２１ 省略 ４９ ２３ 省略

５０ ２２ 省略 ５０ ２３ 省略

５１ ２３ １７ 省略 ５１ ２４ １８ 省略

５２ 省略 ５２ 省略

５３ ２５ １８ 省略 ５３ ２５ １９ 省略

５４ ２５ １８ 省略 ５４ ２５ １９ 省略

５５ ２６ １９ 省略 ５５ ２６ ２０ 省略

５６ ２６ １９ 省略 ５６ ２６ ２０ 省略

５７ ２７ １９ 省略 ５７ ２７ ２１ 省略

５８ ２７ ２０ 省略 ５８ ２７ ２１ 省略

５９ ２８ ２０ ３７ 省略 ５９ ２８ ２１ ３８ 省略

６０ ２８ ２０ 省略 ６０ ２８ ２２ 省略

６１ ２９ ２１ ３８ 省略 ６１ ２９ ２２ ３９ 省略

６２ ２９ ２１ ３８ 省略 ６２ ２９ ２２ ３９ 省略

６３ ２９ ２２ ３９ 省略 ６３ ３０ ２３ ４０ 省略

６４ ３０ ２２ ３９ 省略 ６４ ３０ ２３ ４０ 省略

６５ ３０ ２３ ３９ 省略 ６５ ３１ ２３ ４１ 省略

６６ ３０ ２３ ４０ 省略 ６６ ３１ ２４ ４１ 省略

６７ ３１ ２４ ４０ 省略 ６７ ３２ ２４ ４１ 省略

６８ ３１ ２４ ４０ 省略 ６８ ３２ ２４ ４２ 省略

６９ ３１ ２５ ４１ 省略 ６９ ３３ ２５ ４２ 省略

７０ ３２ ２５ ４１ 省略 ７０ ３３ ２５ ４２ 省略

７１ ３２ ２５ ４２ 省略 ７１ ３４ ２６ ４３ 省略

７２ ３２ ２６ ４２ 省略 ７２ ３４ ２６ ４３ 省略

７３ ３３ ２６ ４２ 省略 ７３ ３５ ２７ ４３ 省略

７４ ３３ ２６ ４２ ７４ ３５ ２７ ４３

７５ ３４ ２７ ４３ ７５ ３６ ２８ ４４

７６ ３４ ２７ ４３ ７６ ３６ ２８ ４４

７７ ３５ ２７ ４３ ７７ ３７ ２９ ４４

７８ ３５ ２８ 省略 ７８ ３７ ３０ 省略

７９ ３６ ２８ ４４ ７９ ３８ ３１ ４５

８０ ３６ ２８ ４４ ８０ ３８ ３２ ４５

８１ ３７ ２９ 省略 ８１ ３９ ３３ 省略
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１０

８２ ３７ ３０ 省略 ８２ ３９ ３３ 省略

８３ ３８ ３１ ４５ ８３ ４０ ３３ ４６

８４ ３８ ３２ 省略 ８４ ４０ ３３ 省略

８５ ３９ ３３ 省略 ８５ ４１ ３４ 省略

８６ ３９ ３３ 省略 ８６ ４１ ３４ 省略

８７ ４０ ３３ 省略 ８７ ４２ ３４ 省略

８８ ４０ ３３ 省略 ８８ ４２ ３４ 省略

８９ ４１ ３４ 省略 ８９ ４３ ３５ 省略

９０ ４１ ３４ ９０ ４３ ３５

９１ ４２ ３４ ９１ ４４ ３５

９２ ４２ ３４ ９２ ４４ ３５

９３ ４３ ３５ ９３ ４５ ３６

９４ ４３ ３５ ９４ ４６ ３６

９５ ４４ ３５ ９５ ４７ ３６

９６ ４４ ３５ ９６ ４８ ３６

９７ ４５ ３６ ９７ ４９ ３７

９８ ４６ ３６ ９８ ５０ ３７

９９ ４７ ３６ ９９ ５１ ３７

１００ ４８ ３６ １００ ５２ ３８

１０１ ４９ ３７ １０１ ５３ ３８

１０２ ５０ ３７ １０２ ５３ ３８

１０３ ５１ ３７ １０３ ５４ ３９

１０４ ５２ ３８ １０４ ５４ ３９

１０５ ５３ ３８ １０５ ５５ ３９

１０６ ５３ ３８ １０６ ５５ ３９

１０７ ５３ ３８ １０７ ５６ ４０

１０８ ５４ ３８ １０８ ５６ ４０

１０９ ５４ ３９ １０９ ５７ ４０

１１０ ５４ ３９ １１０ ５７ ４０

１１１ ５５ ３９ １１１ ５７ ４１

１１２ ５５ ３９ １１２ ５８ ４１

１１３ ５５ ３９ １１３ ５８ ４１

１１４ ５６ ４０ １１４ ５８ ４１

１１５ ５６ ４０ １１５ ５９ ４１

１１６ ５６ ４０ １１６ ５９ ４２

１１７ ５７ ４０ １１７ ５９ ４２

１１８ ５７ ４０ １１８ ６０ ４２

１１９ ５８ ４１ １１９ ６０ ４２

１２０ ５８ ４１ １２０ ６０ ４２

１２１ ５９ ４１ １２１ ６１ ４３

４ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ４ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～４６ 省略 １～４６ 省略
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１１

４７ ２５ 省略 ４７ ２６ 省略

４８ 省略 ４８ 省略

４９ ２６ 省略 ４９ ２７ 省略

５０ ２６ 省略 ５０ ２７ 省略

５１ ２６ 省略 ５１ ２７ 省略

５２ 省略 ５２ 省略

５３ ２７ 省略 ５３ ２８ 省略

５４ ２７ 省略 ５４ ２８ 省略

５５ ２７ 省略 ５５ ２８ 省略

５６ 省略 ５６ 省略

５７ ２８ 省略 ５７ ２９ 省略

５８ ２８ 省略 ５８ ２９ 省略

５９ ２８ 省略 ５９ ２９ 省略

６０ ２９ 省略 ６０ ３０ 省略

６１ ２９ 省略 ６１ ３０ 省略

６２ ２９ 省略 ６２ ３０ 省略

６３ ３０ 省略 ６３ ３１ 省略

６４ ３０ 省略 ６４ ３１ 省略

６５～９７ 省略 ６５～９７ 省略

５ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～４５ 省略 １～４５ 省略

４６ ２５ 省略 ４６ ２６ 省略

４７ ２６ 省略 ４７ ２７ 省略

４８ ２６ 省略 ４８ ２８ 省略

４９ ２７ 省略 ４９ ２９ 省略

５０ ２７ 省略 ５０ ２９ 省略

５１ ２８ ３５ ３９ ３４ ３３ 省略 ５１ ３０ ３５ ３９ ３４ ３４ 省略

５２ ２８ 省略 ５２ ３０ 省略

５３ ２９ ３７ ４１ ３５ ３４ 省略 ５３ ３１ ３７ ４１ ３５ ３５ 省略

５４ ２９ ３８ ４２ ３５ ３４ 省略 ５４ ３１ ３８ ４２ ３５ ３５ 省略

５５ ３０ ３９ ４３ ３６ ３５ 省略 ５５ ３２ ３９ ４３ ３６ ３６ 省略

５６ ３０ ４０ ４４ ３６ ３５ 省略 ５６ ３２ ４０ ４４ ３６ ３６ 省略

５７ ３１ ４１ ４５ ３７ ３５ 省略 ５７ ３３ ４１ ４５ ３７ ３７ 省略

５８ ３１ ４２ ４６ ３７ ３６ 省略 ５８ ３３ ４２ ４６ ３８ ３７ 省略

５９ ３２ ４３ ４７ ３８ ３６ 省略 ５９ ３４ ４３ ４７ ３９ ３７ 省略

６０ ３２ ４４ ４８ ３８ ３６ 省略 ６０ ３４ ４４ ４８ ４０ ３８ 省略

６１ ３３ ４５ ４９ ３９ ３７ 省略 ６１ ３５ ４５ ４９ ４１ ３８ 省略

６２ ３３ ４６ ５０ ３９ ３７ 省略 ６２ ３５ ４６ ５０ ４１ ３８ 省略

６３ ３４ ４７ ５１ ４０ ３８ 省略 ６３ ３６ ４７ ５１ ４１ ３９ 省略

６４ ３４ ４８ ５２ ４０ ３８ 省略 ６４ ３６ ４８ ５２ ４２ ３９ 省略

６５ ３５ ４９ ５３ ４１ 省略 ６５ ３７ ４９ ５３ ４２ 省略
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１２

６６ ３５ ５０ ５４ ４１ ３９ ６６ ３７ ５０ ５４ ４２ ４０

６７ ３６ ５１ ５５ ４１ 省略 ６７ ３８ ５１ ５５ ４３ 省略

６８ ３６ ５２ ５６ ４２ 省略 ６８ ３８ ５２ ５６ ４３ 省略

６９ ３７ ５３ ５７ ４２ 省略 ６９ ３９ ５３ ５７ ４３ 省略

７０ ３７ ５３ ５８ ４２ ４０ ７０ ３９ ５３ ５８ ４４ ４１

７１ ３８ ５４ ５９ ４３ ４０ ７１ ４０ ５４ ５９ ４４ ４１

７２ ３８ ５４ ６０ ４３ 省略 ７２ ４０ ５４ ６０ ４４ 省略

７３ ３９ ５５ ６１ ４３ 省略 ７３ ４１ ５５ ６１ ４５ 省略

７４ ３９ ５５ ６１ ４４ ４１ ７４ ４１ ５５ ６１ ４５ ４２

７５ ４０ ５６ ６２ ４４ ４１ ７５ ４２ ５６ ６２ ４５ ４２

７６ ４０ ５６ ６２ ４４ ４１ ７６ ４２ ５６ ６２ ４５ ４２

７７ ４１ ５７ ６３ ４５ 省略 ７７ ４３ ５７ ６３ ４６ 省略

７８ ４１ ５７ ６３ ４５ ４２ ７８ ４３ ５７ ６３ ４６ ４３

７９ ４１ ５７ ６４ ４５ ４２ ７９ ４４ ５８ ６４ ４６ ４３

８０ ４２ ５８ ６４ ４５ ４２ ８０ ４４ ５８ ６４ ４６ ４３

８１ ４２ ５８ ６５ ４６ ４２ ８１ ４５ ５９ ６５ ４７ ４３

８２ ４２ ５８ ６５ ４６ ４３ ８２ ４５ ５９ ６５ ４７ ４４

８３ ４３ ５９ ６６ ４６ ４３ ８３ ４６ ６０ ６６ ４７ ４４

８４ ４３ ５９ ６６ ４６ ４３ ８４ ４６ ６０ ６６ ４７ ４４

８５ ４３ ５９ ６７ ４７ ４３ ８５ ４７ ６１ ６７ ４８ ４４

８６ ６０ ６７ ４７ 省略 ８６ ６１ ６７ ４８ 省略

８７ ６０ ６８ ４７ 省略 ８７ ６１ ６８ ４８ 省略

８８ ６０ ６８ ４７ 省略 ８８ ６１ ６８ ４８ 省略

８９ ６０ ６９ ４７ 省略 ８９ ６１ ６９ ４８ 省略

９０ ６０ 省略 ９０ ６１ 省略

９１ ６１ ７１ ４８ 省略 ９１ ６１ ７１ ４９ 省略

９２ ６１ ７２ ４８ 省略 ９２ ６２ ７２ ４９ 省略

９３ ６１ ７３ ４８ 省略 ９３ ６２ ７３ ４９ 省略

９４ ６１ ７３ ４８ ９４ ６２ ７３ ４９

９５ ６１ 省略 ９５ ６２ 省略

９６ 省略 ９６ 省略

９７ ６２ ７４ ４９ ９７ ６２ ７４ ５０

９８ ６２ ７４ ４９ ９８ ６２ ７４ ５０

９９ ６２ ７４ ４９ ９９ ６３ ７４ ５０

１００ ６２ 省略 １００ ６３ 省略

１０１・１０２ 省略 １０１・１０２ 省略

１０３ ６３ ７４ ５０ １０３ ６３ ７４ ５１

１０４ ６３ ７４ ５０ １０４ ６３ ７４ ５１

１０５～１１３ 省略 １０５～１１３ 省略

６ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ６ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～５７ 省略 １～５７ 省略
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１３

５８ ４１ 省略 ５８ ４２ 省略

５９ ４２ 省略 ５９ ４３ 省略

６０ ４２ 省略 ６０ ４４ 省略

６１ ４３ 省略 ６１ ４５ 省略

６２ ４３ 省略 ６２ ４６ 省略

６３ ４４ 省略 ６３ ４７ 省略

６４ ４４ 省略 ６４ ４８ 省略

６５ ４５ 省略 ６５ ４９ 省略

６６ ４６ 省略 ６６ ５０ 省略

６７ ４７ 省略 ６７ ５１ 省略

６８ ４８ 省略 ６８ ５２ 省略

６９ ４９ 省略 ６９ ５３ 省略

７０ ５０ 省略 ７０ ５４ 省略

７１ ５１ 省略 ７１ ５５ 省略

７２ ５２ 省略 ７２ ５６ 省略

７３ ５３ 省略 ７３ ５７ 省略

７４ ５４ 省略 ７４ ５８ 省略

７５ ５５ 省略 ７５ ５９ 省略

７６ ５６ 省略 ７６ ６０ 省略

７７ ５７ 省略 ７７ ６１ 省略

７８ ５８ 省略 ７８ ６２ 省略

７９ ５９ 省略 ７９ ６３ 省略

８０ ６０ 省略 ８０ ６４ 省略

８１ ６１ 省略 ８１ ６５ 省略

８２ ６２ 省略 ８２ ６５ 省略

８３ ６３ 省略 ８３ ６６ 省略

８４ ６４ 省略 ８４ ６６ 省略

８５ ６５ 省略 ８５ ６７ 省略

８６ ６５ 省略 ８６ ６７ 省略

８７ ６６ 省略 ８７ ６８ 省略

８８ ６６ 省略 ８８ ６８ 省略

８９ ６７ 省略 ８９ ６９ 省略

９０ ６７ 省略 ９０ ７０ 省略

９１ ６８ 省略 ９１ ７１ 省略

９２ ６８ 省略 ９２ ７２ 省略

９３ ６９ 省略 ９３ ７３ 省略

９４ ７０ 省略 ９４ ７３ 省略

９５ ７１ 省略 ９５ ７４ 省略

９６ ７２ 省略 ９６ ７４ 省略

９７ ７３ 省略 ９７ ７５ 省略

９８ ７４ 省略 ９８ ７５ 省略

９９ ７５ 省略 ９９ ７６ 省略

１００～１１２ 省略 １００～１１２ 省略

１１３ ８１ 省略 １１３ ８２ 省略
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１４

１１４～１１６ 省略 １１４～１１６ 省略

１１７ ８２ 省略 １１７ ８３ 省略

１１８ ８２ 省略 １１８ ８３ 省略

１１９・１２０ 省略 １１９・１２０ 省略

１２１ ８３ 省略 １２１ ８４ 省略

１２２ ８３ 省略 １２２ ８４ 省略

１２３ ８３ 省略 １２３ ８４ 省略

１２４ 省略 １２４ 省略

１２５ ８４ 省略 １２５ ８５ 省略

１２６ ８４ 省略 １２６ ８５ 省略

１２７ ８４ 省略 １２７ ８５ 省略

１２８ ８４ 省略 １２８ ８６ 省略

１２９ ８５ 省略 １２９ ８６ 省略

１３０ ８５ 省略 １３０ ８６ 省略

１３１ ８５ 省略 １３１ ８７ 省略

１３２ ８６ 省略 １３２ ８７ 省略

１３３ ８６ 省略 １３３ ８７ 省略

１３４ ８６ 省略 １３４ ８８ 省略

１３５ ８７ 省略 １３５ ８８ 省略

１３６ ８７ 省略 １３６ ８８ 省略

１３７ ８７ 省略 １３７ ８９ 省略

１３８ ８８ 省略 １３８ ８９ 省略

１３９ ８８ 省略 １３９ ８９ 省略

１４０ ８８ 省略 １４０ ８９ 省略

１４１ ８９ 省略 １４１ ９０ 省略

１４２ ８９ 省略 １４２ ９０ 省略

１４３ ８９ 省略 １４３ ９０ 省略

１４４ ８９ 省略 １４４ ９０ 省略

１４５ ９０ 省略 １４５ ９１ 省略

１４６ ９０ 省略 １４６ ９１ 省略

１４７ ９０ 省略 １４７ ９１ 省略

１４８ ９０ 省略 １４８ ９１ 省略

１４９ ９１ 省略 １４９ ９２ 省略

１５０ ９１ 省略 １５０ ９２ 省略

１５１ ９１ 省略 １５１ ９２ 省略

１５２ ９１ 省略 １５２ ９２ 省略

１５３ ９２ 省略 １５３ ９３ 省略

１５４ ９２ １５４ ９３

１５５ ９２ １５５ ９３

１５６ ９２ １５６ ９３

１５７ ９３ １５７ ９４

１５８ ９３ １５８ ９４

１５９ ９３ １５９ ９４

１６０ 省略 １６０ 省略
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１５

１６１ ９４ １６１ ９５

１６２ ９４ １６２ ９５

１６３・１６４ 省略 １６３・１６４ 省略

１６５ ９５ １６５ ９６

１６６～１６９ 省略 １６６～１６９ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表 ７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～４５ 省略 １～４５ 省略

４６ ３７ 省略 ４６ ３８ 省略

４７ ３８ 省略 ４７ ３９ 省略

４８ ３８ 省略 ４８ ４０ 省略

４９ ３９ 省略 ４９ ４１ 省略

５０ ３９ 省略 ５０ ４１ 省略

５１ ４０ 省略 ５１ ４１ 省略

５２ ４０ 省略 ５２ ４２ 省略

５３ ４１ 省略 ５３ ４２ 省略

５４ ４１ 省略 ５４ ４２ 省略

５５ ４２ 省略 ５５ ４３ 省略

５６ ４２ 省略 ５６ ４３ 省略

５７ 省略 ５７ 省略

５８ ４３ 省略 ５８ ４４ 省略

５９～７８ 省略 ５９～７８ 省略

７９ ５３ 省略 ７９ ５４ 省略

８０ 省略 ８０ 省略

８１ ５４ 省略 ８１ ５５ 省略

８２ ５４ 省略 ８２ ５５ 省略

８３ ５５ 省略 ８３ ５６ 省略

８４ ５５ 省略 ８４ ５６ 省略

８５ ５５ 省略 ８５ ５７ 省略

８６ ５６ 省略 ８６ ５８ 省略

８７ ５６ 省略 ８７ ５９ 省略

８８ ５６ 省略 ８８ ６０ 省略

８９ ５７ 省略 ８９ ６１ 省略

９０ ５７ 省略 ９０ ６１ 省略

９１ ５８ 省略 ９１ ６１ 省略

９２ ５８ 省略 ９２ ６２ 省略

９３ ５９ 省略 ９３ ６２ 省略

９４ ５９ 省略 ９４ ６２ 省略

９５ ６０ 省略 ９５ ６３ 省略

９６ ６０ 省略 ９６ ６３ 省略

９７ ６１ 省略 ９７ ６３ 省略

９８ ６１ 省略 ９８ ６４ 省略

９９ ６１ 省略 ９９ ６４ 省略
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１６

１００ ６１ 省略 １００ ６４ 省略

１０１ ６２ 省略 １０１ ６５ 省略

１０２ ６２ 省略 １０２ ６５ 省略

１０３ ６２ 省略 １０３ ６５ 省略

１０４ ６２ 省略 １０４ ６５ 省略

１０５ ６３ 省略 １０５ ６５ 省略

１０６ ６３ 省略 １０６ ６５ 省略

１０７ ６３ 省略 １０７ ６５ 省略

１０８ ６３ 省略 １０８ ６６ 省略

１０９ ６４ 省略 １０９ ６６ 省略

１１０ ６４ 省略 １１０ ６６ 省略

１１１ ６４ 省略 １１１ ６６ 省略

１１２ ６４ 省略 １１２ ６６ 省略

１１３ ６５ 省略 １１３ ６６ 省略

１１４ ６５ 省略 １１４ ６６ 省略

１１５ ６５ 省略 １１５ ６７ 省略

１１６ ６５ 省略 １１６ ６７ 省略

１１７ ６６ 省略 １１７ ６７ 省略

１１８ ６６ 省略 １１８ ６７ 省略

１１９ ６６ 省略 １１９ ６７ 省略

１２０ ６６ 省略 １２０ ６７ 省略

１２１ 省略 １２１ 省略

１２２ ６７ 省略 １２２ ６８ 省略

１２３ ６７ 省略 １２３ ６８ 省略

１２４ ６７ 省略 １２４ ６８ 省略

１２５～１５７ 省略 １２５～１５７ 省略

７の２ 中学校・小学校教育職員給料表の２級から特２級への昇

格時号給対応表

７の２ 中学校・小学校教育職員給料表の２級から特２級への昇

格時号給対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

２級 特２級 ２級 特２級

１～１２１ 省略 １～１２１ 省略

１２２ ７７ １２２ ７８

１２３ ７８ １２３ ７９

１２４ ７８ １２４ ８０

１２５ ７９ １２５ ８１

１２６ ７９ １２６ ８１

１２７ ８０ １２７ ８２

１２８ ８０ １２８ ８２

１２９ ８１ １２９ ８３

１３０ ８２ １３０ ８３

１３１～１５７ 省略 １３１～１５７ 省略

７の３ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から３級への昇

格時号給対応表

７の３ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から３級への昇

格時号給対応表
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１７

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

特２級 ３級 特２級 ３級

１～７７ 省略 １～７７ 省略

７８ ７０ ７８ ６９

７９ ７１ ７９ ７０

８０ ７２ ８０ ７０

８１ ７３ ８１ ７１

８２ ７３ ８２ ７２

８３～１１７ 省略 ８３～１１７ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表 ８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～４５ 省略 １～４５ 省略

４６ ２５ 省略 ４６ ２６ 省略

４７ ２６ 省略 ４７ ２７ 省略

４８ ２６ 省略 ４８ ２８ 省略

４９ ２７ 省略 ４９ ２９ 省略

５０ ２７ 省略 ５０ ２９ 省略

５１ ２８ 省略 ５１ ３０ 省略

５２ ２８ 省略 ５２ ３０ 省略

５３ ２９ 省略 ５３ ３１ 省略

５４ ２９ 省略 ５４ ３１ 省略

５５ ３０ 省略 ５５ ３２ 省略

５６ ３０ 省略 ５６ ３２ 省略

５７ ３１ 省略 ５７ ３３ 省略

５８ ３１ 省略 ５８ ３３ 省略

５９ ３２ 省略 ５９ ３３ 省略

６０ ３２ 省略 ６０ ３４ 省略

６１ ３３ 省略 ６１ ３４ 省略

６２ ３３ 省略 ６２ ３４ 省略

６３ ３４ 省略 ６３ ３５ 省略

６４ ３４ 省略 ６４ ３５ 省略

６５ 省略 ６５ 省略

６６ ３５ 省略 ６６ ３６ 省略

６７～６９ 省略 ６７～６９ 省略

７０ ３７ 省略 ７０ ３８ 省略

７１ ３８ 省略 ７１ ３９ 省略

７２ ３８ 省略 ７２ ４０ 省略

７３ ３９ 省略 ７３ ４１ 省略

７４ ３９ 省略 ７４ ４１ 省略

７５ ４０ 省略 ７５ ４２ 省略

７６ ４０ 省略 ７６ ４２ 省略

７７ ４１ 省略 ７７ ４３ 省略
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７８ ４１ 省略 ７８ ４３ 省略

７９ ４２ 省略 ７９ ４４ 省略

８０ ４２ 省略 ８０ ４４ 省略

８１ ４３ 省略 ８１ ４５ 省略

８２ ４３ 省略 ８２ ４５ 省略

８３ ４４ 省略 ８３ ４６ 省略

８４ ４４ 省略 ８４ ４６ 省略

８５ ４５ 省略 ８５ ４７ 省略

８６ ４５ 省略 ８６ ４７ 省略

８７ ４６ 省略 ８７ ４８ 省略

８８ ４６ 省略 ８８ ４８ 省略

８９ ４７ 省略 ８９ ４９ 省略

９０ ４７ 省略 ９０ ４９ 省略

９１ ４８ 省略 ９１ ５０ 省略

９２ ４８ 省略 ９２ ５０ 省略

９３ ４９ 省略 ９３ ５１ 省略

９４ ４９ 省略 ９４ ５１ 省略

９５ ５０ 省略 ９５ ５２ 省略

９６ ５０ 省略 ９６ ５２ 省略

９７ ５１ 省略 ９７ ５３ 省略

９８ ５１ 省略 ９８ ５３ 省略

９９ ５２ 省略 ９９ ５４ 省略

１００ ５２ 省略 １００ ５４ 省略

１０１ ５３ 省略 １０１ ５５ 省略

１０２ ５３ 省略 １０２ ５５ 省略

１０３ ５４ 省略 １０３ ５６ 省略

１０４ ５４ 省略 １０４ ５６ 省略

１０５ ５５ 省略 １０５ ５７ 省略

１０６ ５５ 省略 １０６ ５７ 省略

１０７ ５６ 省略 １０７ ５７ 省略

１０８ ５６ 省略 １０８ ５８ 省略

１０９ ５７ 省略 １０９ ５８ 省略

１１０ ５７ 省略 １１０ ５８ 省略

１１１ ５７ 省略 １１１ ５９ 省略

１１２ ５７ 省略 １１２ ５９ 省略

１１３ ５８ 省略 １１３ ５９ 省略

１１４ ５８ 省略 １１４ ６０ 省略

１１５ ５８ 省略 １１５ ６０ 省略

１１６ ５８ 省略 １１６ ６０ 省略

１１７ ５９ 省略 １１７ ６１ 省略

１１８ ５９ 省略 １１８ ６１ 省略

１１９ ５９ 省略 １１９ ６１ 省略

１２０ ５９ 省略 １２０ ６１ 省略

１２１ ６０ 省略 １２１ ６１ 省略
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１９

１２２ ６０ 省略 １２２ ６２ 省略

１２３ ６０ 省略 １２３ ６２ 省略

１２４ ６０ 省略 １２４ ６２ 省略

１２５ ６１ 省略 １２５ ６２ 省略

１２６ ６１ 省略 １２６ ６２ 省略

１２７ ６１ 省略 １２７ ６３ 省略

１２８ ６１ 省略 １２８ ６３ 省略

１２９ ６１ 省略 １２９ ６３ 省略

１３０ ６１ 省略 １３０ ６３ 省略

１３１ ６２ 省略 １３１ ６３ 省略

１３２ ６２ 省略 １３２ ６４ 省略

１３３ ６２ 省略 １３３ ６４ 省略

１３４ ６２ 省略 １３４ ６４ 省略

１３５ ６２ 省略 １３５ ６４ 省略

１３６ ６２ 省略 １３６ ６４ 省略

１３７ ６３ 省略 １３７ ６５ 省略

１３８ ６３ 省略 １３８ ６５ 省略

１３９ ６３ 省略 １３９ ６５ 省略

１４０ ６３ 省略 １４０ ６５ 省略

１４１ ６３ 省略 １４１ ６５ 省略

１４２ ６３ 省略 １４２ ６６ 省略

１４３ ６４ 省略 １４３ ６６ 省略

１４４ ６４ 省略 １４４ ６６ 省略

１４５ ６４ 省略 １４５ ６６ 省略

１４６ ６４ １４６ ６６

１４７ ６４ １４７ ６７

１４８ ６４ １４８ ６７

１４９ ６５ １４９ ６７

１５０ ６５ １５０ ６７

１５１ ６６ １５１ ６７

１５２ ６６ １５２ ６８

１５３ ６７ １５３ ６８

９ 高等学校等教育職員給料表の２級から特２級への昇格時号給

対応表

９ 高等学校等教育職員給料表の２級から特２級への昇格時号給

対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

２級 特２級 ２級 特２級

１～１０１ 省略 １～１０１ 省略

１０２ ７３ １０２ ７４

１０３ ７４ １０３ ７５

１０４ ７４ １０４ ７６

１０５ ７５ １０５ ７７

１０６ ７５ １０６ ７７

１０７ ７６ １０７ ７８
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２０

１０８ ７６ １０８ ７８

１０９ ７７ １０９ ７９

１１０ ７８ １１０ ７９

１１１ ７９ １１１ ８０

１１２～１４５ 省略 １１２～１４５ 省略

１０ 高等学校等教育職員給料表の特２級から３級への昇格時号給

対応表

１０ 高等学校等教育職員給料表の特２級から３級への昇格時号給

対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

特２級 ３級 特２級 ３級

１～７３ 省略 １～７３ 省略

７４ ５０ ７４ ４９

７５ ５１ ７５ ５０

７６ ５２ ７６ ５０

７７ ５３ ７７ ５１

７８ ５３ ７８ ５２

７９ ５４ ７９ ５３

８０～１１７ 省略 ８０～１１７ 省略

別表第３３の２（第２３条関係）

降格時号給対応表

１ 行政職給料表降格時号給対応表

別表第３３の２（第２３条関係）

降格時号給対応表

１ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給 降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１～２０ 省略 １～２０ 省略

２１ ５４ 省略 ２１ ５３ 省略

２２ ５６ 省略 ２２ ５４ 省略

２３ ５８ 省略 ２３ ５５ 省略

２４ ６０ 省略 ２４ ５６ 省略

２５ ６２ 省略 ２５ ５９ 省略

２６ ６４ 省略 ２６ ６２ 省略

２７ ６６ 省略 ２７ ６５ 省略

２８ 省略 ２８ 省略

２９ ７１ 省略 ２９ ７０ 省略

３０ ７４ 省略 ３０ ７２ 省略

３１ ７７ ４７ ４７ ３９ ３９ ７７ 省略 ３１ ７４ ４７ ４７ ３９ ３９ ６７ 省略

３２ ８０ ４８ ４８ ４０ ４０ ８４ 省略 ３２ ７６ ４８ ４８ ４０ ４０ ８０ 省略

３３ ８３ ４９ ４９ ４１ ４１ ８５ 省略 ３３ ７８ ４９ ４９ ４１ ４１ ８２ 省略

３４ ８６ ５０ ５０ ４２ ４２ ８５ 省略 ３４ ８０ ５０ ５０ ４２ ４２ ８４ 省略

３５ ８９ 省略 ３５ ８２ 省略

３６ ９２ 省略 ３６ ８４ 省略

３７ ９３ ５４ 省略 ３７ ８６ ５３ 省略

３８ ９３ ５６ 省略 ３８ ８８ ５４ 省略

３９ ９３ ５８ 省略 ３９ ９０ ５５ 省略
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２１

４０ ９３ ６０ 省略 ４０ ９２ ５６ 省略

４１ ９３ ６１ 省略 ４１ ９３ ５８ 省略

４２ ９３ ６２ 省略 ４２ ９３ ６０ 省略

４３ ９３ ６３ 省略 ４３ ９３ ６２ 省略

４４～４８ 省略 ４４～４８ 省略

４９ ９３ ７７ 省略 ４９ ９３ ７６ 省略

５０ ９３ ８２ 省略 ５０ ９３ ８０ 省略

５１ ９３ ８７ 省略 ５１ ９３ ８４ 省略

５２ ９３ ９２ 省略 ５２ ９３ ８８ 省略

５３ ９３ ９７ 省略 ５３ ９３ ９３ 省略

５４ ９３ １０２ 省略 ５４ ９３ ９８ 省略

５５ ９３ １０７ ９９ 省略 ５５ ９３ １０３ ９７ 省略

５６ ９３ １１６ １０６ 省略 ５６ ９３ １０９ １０２ 省略

５７ ９３ １２５ １１３ 省略 ５７ ９３ １１５ １０７ 省略

５８ ９３ １２５ １１３ 省略 ５８ ９３ １２１ １１２ 省略

５９～１２５ 省略 ５９～１２５ 省略

２ 公安職給料表降格時号給対応表 ２ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給 降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１～５２ 省略 １～５２ 省略

５３ ６１ ６５ ７０ 省略 ５３ ６１ ６５ ６９ 省略

５４ ６２ ６６ ７２ 省略 ５４ ６２ ６６ ７０ 省略

５５ ６３ ６７ ７４ 省略 ５５ ６３ ６７ ７１ 省略

５６ ６４ ６８ ７６ 省略 ５６ ６４ ６８ ７２ 省略

５７ ６５ ６９ ７７ 省略 ５７ ６５ ６９ ７３ 省略

５８ ６６ ７０ ７８ 省略 ５８ ６６ ７０ ７４ 省略

５９ ６７ ７１ ７９ 省略 ５９ ６７ ７１ ７５ 省略

６０ ６８ ７２ ８０ 省略 ６０ ６８ ７２ ７６ 省略

６１ ６９ ７３ ８１ 省略 ６１ ６９ ７３ ７７ 省略

６２ ７０ ７４ ８２ 省略 ６２ ７０ ７４ ７８ 省略

６３ ７１ ７５ ８３ 省略 ６３ ７１ ７５ ７９ 省略

６４ ７２ ７６ ８４ 省略 ６４ ７２ ７６ ８０ 省略

６５ ７３ ７７ ８５ 省略 ６５ ７３ ７７ ８１ 省略

６６ ７４ ７８ ８６ 省略 ６６ ７４ ７８ ８２ 省略

６７ ７５ ７９ ８７ 省略 ６７ ７５ ７９ ８３ 省略

６８ ７６ ８０ ８８ 省略 ６８ ７６ ８０ ８４ 省略

６９ ７８ ８１ ８９ 省略 ６９ ７７ ８１ ８６ 省略

７０ ８０ ８２ ９０ 省略 ７０ ７８ ８２ ８８ 省略

７１ ８２ ８３ ９１ 省略 ７１ ７９ ８３ ９０ 省略

７２ ８４ 省略 ７２ ８０ 省略

７３ ８５ 省略 ７３ ８１ 省略

７４ ８６ 省略 ７４ ８２ 省略
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２２

７５ ８７ 省略 ７５ ８３ 省略

７６ ８８ 省略 ７６ ８４ 省略

７７ ８９ 省略 ７７ ８６ 省略

７８ ９０ 省略 ７８ ８８ 省略

７９ ９１ 省略 ７９ ９０ 省略

８０～９２ 省略 ８０～９２ 省略

９３ １０７ 省略 ９３ １０６ 省略

９４ １１０ 省略 ９４ １０８ 省略

９５ １１３ 省略 ９５ １１０ 省略

９６ １１６ 省略 ９６ １１２ 省略

９７ １１８ 省略 ９７ １１４ 省略

９８ １２０ 省略 ９８ １１６ 省略

９９ １２２ 省略 ９９ １１８ 省略

１００ １２４ 省略 １００ １２０ 省略

１０１ １２５ 省略 １０１ １２２ 省略

１０２ １２５ 省略 １０２ １２４ 省略

１０３～１４１ 省略 １０３～１４１ 省略

３ 研究職給料表降格時号給対応表 ３ 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給 降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 １級 ２級 ３級 ４級

１～１６ 省略 １～１６ 省略

１７ ４２ ５１ 省略 １７ ４１ ５０ 省略

１８ ４４ ５４ 省略 １８ ４２ ５２ 省略

１９ ４６ ５７ 省略 １９ ４３ ５４ 省略

２０ ４８ ６０ 省略 ２０ ４４ ５６ 省略

２１ ４９ ６２ 省略 ２１ ４６ ５９ 省略

２２ ５０ ６４ 省略 ２２ ４８ ６２ 省略

２３ ５１ ６６ 省略 ２３ ５０ ６５ 省略

２４ 省略 ２４ 省略

２５ ５４ ７１ 省略 ２５ ５４ ７０ 省略

２６ ５６ ７４ 省略 ２６ ５６ ７２ 省略

２７ ５８ ７７ 省略 ２７ ５８ ７４ 省略

２８ ６０ ８０ 省略 ２８ ６０ ７６ 省略

２９ ６３ ８１ 省略 ２９ ６２ ７７ 省略

３０ ６６ ８２ 省略 ３０ ６４ ７８ 省略

３１ ６９ ８３ 省略 ３１ ６６ ７９ 省略

３２ ７２ ８４ 省略 ３２ ６８ ８０ 省略

３３ ７４ ８８ 省略 ３３ ７０ ８４ 省略

３４ ７６ ９２ 省略 ３４ ７２ ８８ 省略

３５ ７８ ９６ 省略 ３５ ７４ ９２ 省略

３６ ８０ １００ 省略 ３６ ７６ ９６ 省略

３７ ８２ １０３ ５９ 省略 ３７ ７８ ９９ ５８ 省略

３８ ８４ １０８ ６２ 省略 ３８ ８０ １０２ ６０ 省略
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２３

３９ ８６ １１３ ６５ 省略 ３９ ８２ １０６ ６２ 省略

４０ ８８ １１８ ６８ 省略 ４０ ８４ １１０ ６４ 省略

４１ ９０ １２１ ７０ 省略 ４１ ８６ １１５ ６７ 省略

４２ ９２ １２１ ７４ 省略 ４２ ８８ １２０ ７０ 省略

４３ ９４ １２１ ７７ 省略 ４３ ９０ １２１ ７４ 省略

４４ ９６ １２１ ８０ 省略 ４４ ９２ １２１ ７８ 省略

４５ ９７ １２１ ８３ 省略 ４５ ９３ １２１ ８２ 省略

４６ ９８ 省略 ４６ ９４ 省略

４７ ９９ 省略 ４７ ９５ 省略

４８ １００ 省略 ４８ ９６ 省略

４９ １０１ 省略 ４９ ９７ 省略

５０ １０２ 省略 ５０ ９８ 省略

５１ １０３ 省略 ５１ ９９ 省略

５２ １０４ 省略 ５２ １００ 省略

５３ １０７ 省略 ５３ １０２ 省略

５４ １１０ 省略 ５４ １０４ 省略

５５ １１３ 省略 ５５ １０６ 省略

５６ １１６ 省略 ５６ １０８ 省略

５７ １１８ 省略 ５７ １１１ 省略

５８ １２０ 省略 ５８ １１４ 省略

５９ １２１ 省略 ５９ １１７ 省略

６０ １２１ 省略 ６０ １２０ 省略

６１～１２１ 省略 ６１～１２１ 省略

４ 医療職給料表�降格時号給対応表 ４ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給 降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級

１～２４ 省略 １～２４ 省略

２５ ４７ 省略 ２５ ４６ 省略

２６ ５１ 省略 ２６ ４８ 省略

２７ ５５ 省略 ２７ ５２ 省略

２８ ５９ 省略 ２８ ５６ 省略

２９ ６２ 省略 ２９ ５９ 省略

３０ ６４ 省略 ３０ ６２ 省略

３１～９７ 省略 ３１～９７ 省略

５ 医療職給料表�降格時号給対応表 ５ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給 降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１～２４ 省略 １～２４ 省略

２５ ４６ 省略 ２５ ４５ 省略

２６ ４８ 省略 ２６ ４６ 省略

２７ ５０ 省略 ２７ ４７ 省略

２８ ５２ 省略 ２８ ４８ 省略

２９ ５４ 省略 ２９ ５０ 省略
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３０ ５６ 省略 ３０ ５２ 省略

３１ ５８ 省略 ３１ ５４ 省略

３２ ６０ 省略 ３２ ５６ 省略

３３ ６２ ４９ ４５ ５０ ５１ 省略 ３３ ５８ ４９ ４５ ５０ ５０ 省略

３４ ６４ ５０ ４６ ５２ ５４ 省略 ３４ ６０ ５０ ４６ ５２ ５２ 省略

３５ ６６ ５１ ４７ ５４ ５７ 省略 ３５ ６２ ５１ ４７ ５４ ５４ 省略

３６ ６８ ５２ ４８ ５６ ６０ 省略 ３６ ６４ ５２ ４８ ５６ ５６ 省略

３７ ７０ ５３ ４９ ５８ ６２ 省略 ３７ ６６ ５３ ４９ ５７ ５９ 省略

３８ ７２ ５４ ５０ ６０ ６４ 省略 ３８ ６８ ５４ ５０ ５８ ６２ 省略

３９ ７４ ５５ ５１ ６２ ６６ 省略 ３９ ７０ ５５ ５１ ５９ ６５ 省略

４０ ７６ ５６ ５２ ６４ ７１ 省略 ４０ ７２ ５６ ５２ ６０ ６９ 省略

４１ ７９ ５７ ５３ ６７ ７６ 省略 ４１ ７４ ５７ ５３ ６３ ７３ 省略

４２ ８２ ５８ ５４ ７０ ８１ 省略 ４２ ７６ ５８ ５４ ６６ ７７ 省略

４３ ８５ ５９ ５５ ７３ ８５ 省略 ４３ ７８ ５９ ５５ ６９ ８１ 省略

４４ ８５ ６０ ５６ ７６ 省略 ４４ ８０ ６０ ５６ ７２ 省略

４５ ８５ ６１ ５７ ８０ 省略 ４５ ８２ ６１ ５７ ７６ 省略

４６ ８５ ６２ ５８ ８４ 省略 ４６ ８４ ６２ ５８ ８０ 省略

４７ ８５ ６３ ５９ ８９ 省略 ４７ ８５ ６３ ５９ ８４ 省略

４８ ８５ ６４ ６０ ９４ 省略 ４８ ８５ ６４ ６０ ９０ 省略

４９ ８５ ６５ ６１ ９９ 省略 ４９ ８５ ６５ ６１ ９６ 省略

５０ ８５ ６６ ６２ １０４ 省略 ５０ ８５ ６６ ６２ １０２ 省略

５１～５６ 省略 ５１～５６ 省略

５７ ８５ ７９ 省略 ５７ ８５ ７８ 省略

５８ ８５ ８２ 省略 ５８ ８５ ８０ 省略

５９ ８５ ８５ 省略 ５９ ８５ ８２ 省略

６０ ８５ ９０ 省略 ６０ ８５ ８４ 省略

６１ ８５ ９５ 省略 ６１ ８５ ９１ 省略

６２ ８５ １００ 省略 ６２ ８５ ９８ 省略

６３～１１３ 省略 ６３～１１３ 省略

６ 医療職給料表�降格時号給対応表 ６ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給 降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１～４０ 省略 １～４０ 省略

４１ ５８ 省略 ４１ ５７ 省略

４２ ６０ 省略 ４２ ５８ 省略

４３ ６２ 省略 ４３ ５９ 省略

４４ ６４ 省略 ４４ ６０ 省略

４５ ６５ 省略 ４５ ６１ 省略

４６ ６６ 省略 ４６ ６２ 省略

４７ ６７ 省略 ４７ ６３ 省略

４８ ６８ 省略 ４８ ６４ 省略

４９ ６９ 省略 ４９ ６５ 省略

５０ ７０ 省略 ５０ ６６ 省略
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５１ ７１ 省略 ５１ ６７ 省略

５２ ７２ 省略 ５２ ６８ 省略

５３ ７３ 省略 ５３ ６９ 省略

５４ ７４ 省略 ５４ ７０ 省略

５５ ７５ 省略 ５５ ７１ 省略

５６ ７６ 省略 ５６ ７２ 省略

５７ ７７ 省略 ５７ ７３ 省略

５８ ７８ 省略 ５８ ７４ 省略

５９ ７９ 省略 ５９ ７５ 省略

６０ ８０ 省略 ６０ ７６ 省略

６１ ８１ 省略 ６１ ７７ 省略

６２ ８２ 省略 ６２ ７８ 省略

６３ ８３ 省略 ６３ ７９ 省略

６４ ８４ 省略 ６４ ８０ 省略

６５ ８６ 省略 ６５ ８２ 省略

６６ ８８ 省略 ６６ ８４ 省略

６７ ９０ 省略 ６７ ８６ 省略

６８ ９２ 省略 ６８ ８８ 省略

６９ ９３ 省略 ６９ ８９ 省略

７０ ９４ 省略 ７０ ９０ 省略

７１ ９５ 省略 ７１ ９１ 省略

７２ ９６ 省略 ７２ ９２ 省略

７３ ９７ 省略 ７３ ９４ 省略

７４ ９８ 省略 ７４ ９６ 省略

７５ ９９ 省略 ７５ ９８ 省略

７６～８０ 省略 ７６～８０ 省略

８１ １１３ 省略 ８１ １１２ 省略

８２ １１８ 省略 ８２ １１６ 省略

８３ １２３ 省略 ８３ １２０ 省略

８４ １２８ 省略 ８４ １２４ 省略

８５ １３１ 省略 ８５ １２７ 省略

８６ １３４ 省略 ８６ １３０ 省略

８７ １３７ 省略 ８７ １３３ 省略

８８ １４０ 省略 ８８ １３６ 省略

８９ １４４ 省略 ８９ １４０ 省略

９０ １４８ 省略 ９０ １４４ 省略

９１ １５２ 省略 ９１ １４８ 省略

９２ １５６ 省略 ９２ １５２ 省略

９３ １５９ 省略 ９３ １５６ 省略

９４ １６２ 省略 ９４ １６０ 省略

９５ １６５ 省略 ９５ １６４ 省略

９６～１５３ 省略 ９６～１５３ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表降格時号給対応表 ７ 中学校・小学校教育職員給料表降格時号給対応表
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降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給 降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級

１～３６ 省略 １～３６ 省略

３７ ４６ 省略 ３７ ４５ 省略

３８ ４８ 省略 ３８ ４６ 省略

３９ ５０ 省略 ３９ ４７ 省略

４０ ５２ 省略 ４０ ４８ 省略

４１ ５４ 省略 ４１ ５１ 省略

４２ ５６ 省略 ４２ ５４ 省略

４３ ５８ 省略 ４３ ５７ 省略

４４～５２ 省略 ４４～５２ 省略

５３ ７９ 省略 ５３ ７８ 省略

５４ ８２ 省略 ５４ ８０ 省略

５５ ８５ 省略 ５５ ８２ 省略

５６ ８８ 省略 ５６ ８４ 省略

５７ ９０ 省略 ５７ ８５ 省略

５８ ９２ 省略 ５８ ８６ 省略

５９ ９４ 省略 ５９ ８７ 省略

６０ ９６ 省略 ６０ ８８ 省略

６１ １００ 省略 ６１ ９１ 省略

６２ １０４ 省略 ６２ ９４ 省略

６３ １０８ 省略 ６３ ９７ 省略

６４ １１２ 省略 ６４ １００ 省略

６５ １１６ 省略 ６５ １０７ 省略

６６ １２０ 省略 ６６ １１４ 省略

６７ １２４ 省略 ６７ １２１ 省略

６８～１５７ 省略 ６８～１５７ 省略

８ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から２級への降格時

号給対応表

８ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から２級への降格時

号給対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

特２級 ２級 特２級 ２級

１～７６ 省略 １～７６ 省略

７７ １２２ ７７ １２１

７８ １２４ ７８ １２２

７９ １２６ ７９ １２３

８０ １２８ ８０ １２４

８１ １２９ ８１ １２６

８２ １３０ ８２ １２８

８３～１１７ 省略 ８３～１１７ 省略

９ 中学校・小学校教育職員給料表の３級から特２級への降格時

号給対応表

９ 中学校・小学校教育職員給料表の３級から特２級への降格時

号給対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

３級 特２級 ３級 特２級
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１～６８ 省略 １～６８ 省略

６９ ７７ ６９ ７８

７０ ７８ ７０ ８０

７１ ７９ ７１ ８１

７２ ８０ ７２ ８２

７３～１０１ 省略 ７３～１０１ 省略

１０ 高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表 １０ 高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給 降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級

１～２４ 省略 １～２４ 省略

２５ ４６ 省略 ２５ ４５ 省略

２６ ４８ 省略 ２６ ４６ 省略

２７ ５０ 省略 ２７ ４７ 省略

２８ ５２ 省略 ２８ ４８ 省略

２９ ５４ 省略 ２９ ５０ 省略

３０ ５６ 省略 ３０ ５２ 省略

３１ ５８ 省略 ３１ ５４ 省略

３２ ６０ 省略 ３２ ５６ 省略

３３ ６２ 省略 ３３ ５９ 省略

３４ ６４ 省略 ３４ ６２ 省略

３５ ６６ 省略 ３５ ６５ 省略

３６ 省略 ３６ 省略

３７ ７０ 省略 ３７ ６９ 省略

３８ ７２ 省略 ３８ ７０ 省略

３９ ７４ 省略 ３９ ７１ 省略

４０ ７６ 省略 ４０ ７２ 省略

４１ ７８ 省略 ４１ ７４ 省略

４２ ８０ 省略 ４２ ７６ 省略

４３ ８２ 省略 ４３ ７８ 省略

４４ ８４ 省略 ４４ ８０ 省略

４５ ８６ 省略 ４５ ８２ 省略

４６ ８８ 省略 ４６ ８４ 省略

４７ ９０ 省略 ４７ ８６ 省略

４８ ９２ 省略 ４８ ８８ 省略

４９ ９４ 省略 ４９ ９０ 省略

５０ ９６ 省略 ５０ ９２ 省略

５１ ９８ 省略 ５１ ９４ 省略

５２ １００ 省略 ５２ ９６ 省略

５３ １０２ 省略 ５３ ９８ 省略

５４ １０４ 省略 ５４ １００ 省略

５５ １０６ 省略 ５５ １０２ 省略

５６ １０８ 省略 ５６ １０４ 省略

５７ １１２ 省略 ５７ １０７ 省略

５８ １１６ 省略 ５８ １１０ 省略
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附 則

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（以下「新規則」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用する。

（経過措置）

３ 令和５年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職

時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、

昇格、昇給等に関する規則（以下「旧規則」という。）の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給に

ついては、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

５９ １２０ 省略 ５９ １１３ 省略

６０ １２４ 省略 ６０ １１６ 省略

６１ １３０ 省略 ６１ １２１ 省略

６２ １３６ 省略 ６２ １２６ 省略

６３ １４２ 省略 ６３ １３１ 省略

６４ １４８ 省略 ６４ １３６ 省略

６５ １５０ 省略 ６５ １４１ 省略

６６ １５２ 省略 ６６ １４６ 省略

６７ １５３ 省略 ６７ １５１ 省略

６８～１４５ 省略 ６８～１４５ 省略

１１ 高等学校等教育職員給料表の特２級から２級への降格時号給

対応表

１１ 高等学校等教育職員給料表の特２級から２級への降格時号給

対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

特２級 ２級 特２級 ２級

１～７２ 省略 １～７２ 省略

７３ １０２ ７３ １０１

７４ １０４ ７４ １０２

７５ １０６ ７５ １０３

７６ １０８ ７６ １０４

７７ １０９ ７７ １０６

７８ １１０ ７８ １０８

７９ １１１ ７９ １１０

８０～１１７ 省略 ８０～１１７ 省略

１２ 高等学校等教育職員給料表の３級から特２級への降格時号給

対応表

１２ 高等学校等教育職員給料表の３級から特２級への降格時号給

対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

３級 特２級 ３級 特２級

１～４８ 省略 １～４８ 省略

４９ ７３ ４９ ７４

５０ ７４ ５０ ７６

５１ ７５ ５１ ７７

５２ ７６ ５２ ７８

５３ ７８ ５３ ７９

５４～７７ 省略 ５４～７７ 省略
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４ この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等に

おける号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされてい

る職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日におけ

る号給については、なお従前の例によることができる。

�愛媛県人事委員会規則７―１２６２
職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（併用者の区分及び支給額）

第１０条 条例第１０条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次 に掲げるとおりとする。

� 条例第１０条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員 同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額

が９３，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、９３，０００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額）

�・� 省略

（支給日等）

第１２条 省略

２・３ 省略

４ 条例第１０条第３項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の

各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間

は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

� 職員が２以上の交通機関等を利用するものとして条例第１０条

第２項第１号に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に

該当する場合を除く。）において、１箇月当たりの運賃等相当

額等が９３，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の

当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

� 職員が条例第１０条第２項第１号及び第２号に定める額の通勤

手当を支給される場合において、１箇月当たりの運賃等相当額

及び同号に定める額の合計額が９３，０００円を超えるときにおける

当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間

（返納の事由及び額等）

第１４条 省略

２ 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第１０条第４項の人事委員

会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

（併用者の区分及び支給額）

第１０条 条例第１０条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

� 条例第１０条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員 同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額

が７８，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、７８，０００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額）

�・� 省略

（支給日等）

第１２条 省略

２・３ 省略

４ 条例第１０条第３項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の

各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間

は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

� 職員が２以上の交通機関等を利用するものとして条例第１０条

第２項第１号に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に

該当する場合を除く。）において、１箇月当たりの運賃等相当

額等が７８，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の

当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

� 職員が条例第１０条第２項第１号及び第２号に定める額の通勤

手当を支給される場合において、１箇月当たりの運賃等相当額

及び同号に定める額の合計額が７８，０００円を超えるときにおける

当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間

（返納の事由及び額等）

第１４条 省略

２ 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第１０条第４項の人事委員

会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
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附 則

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則（以下「新規則」という。）の規定は、令和５年６月１日（以下「適用日」という。）

から適用する。

（経過措置）

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年愛媛県条例第３３号。以下「改正条例」という。）附則第４項の人事委員会

規則で定める額は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。

� １箇月当たりの運賃等相当額等（職員の通勤手当の支給等に関する規則（以下「規則」という。）第１０条第２号に規定する１箇月当

たりの運賃等相当額等をいう。以下同じ。）が７８，０００円を超えるときにおける通勤手当（次号に該当する通勤手当を除く。） １箇月

当たりの運賃等相当額等から７８，０００円を減じた額（その額が１５，０００円を超えるときは、１５，０００円）に、適用日前に開始し、かつ、適用

日を含む支給単位期間（職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「条例」という。）第１０条第５項に規定する支給

各号に定める額とする。

� １箇月当たりの運賃等相当額等（第１０条第１号に掲げる職員

にあつては、１箇月当たりの運賃等相当額及び条例第１０条第２

項第２号に定める額の合計額。以下この項において同じ。）が

９３，０００円以下であつた場合 前項第２号に掲げる事由が生じた

場合にあつては当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１

箇月当たりの運賃等相当額等が９３，０００円を超えることとなると

きは、その者の利用する全て の交通機関等）、同項第１号、

第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者

の利用する全て の交通機関等につき、使用されるべき通用期

間の定期券の運賃等の払戻しを人事委員会の定める月（以下こ

の条において「事由発生月」という。）の末日にしたものとし

て得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

� １箇月当たりの運賃等相当額等が９３，０００円を超えていた場合

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 ９３，０００円に事由発生月の翌月

から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻

金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係

る最後の月である場合にあつては、０）

イ 第１２条第４項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給さ

れている場合 ９３，０００円に事由発生月の翌月から同項第１号

若しくは第２号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗

じて得た額又はその者の利用する全て の交通機関等につい

ての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいず

れか低い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場

合にあつては、０）

３ 省略

別記様式（第３条、第４条関係） 通勤届兼通勤手当認定・確認簿

（表）

省略

各号に定める額とする。

� １箇月当たりの運賃等相当額等（第１０条第１号に掲げる職員

にあつては、１箇月当たりの運賃等相当額及び条例第１０条第２

項第２号に定める額の合計額。以下この項において同じ。）が

７８，０００円以下であつた場合 前項第２号に掲げる事由が生じた

場合にあつては当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１

箇月当たりの運賃等相当額等が７８，０００円を超えることとなると

きは、その者の利用するすべての交通機関等）、同項第１号、

第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者

の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期

間の定期券の運賃等の払戻しを人事委員会の定める月（以下こ

の条において「事由発生月」という。）の末日にしたものとし

て得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

� １箇月当たりの運賃等相当額等が７８，０００円を超えていた場合

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 ７８，０００円に事由発生月の翌月

から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻

金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係

る最後の月である場合にあつては、０）

イ 第１２条第４項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給さ

れている場合 ７８，０００円に事由発生月の翌月から同項第１号

若しくは第２号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗

じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等につい

ての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいず

れか低い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場

合にあつては、０）

３ 省略

別記様式（第３条、第４条関係） 通勤届兼通勤手当認定・確認簿

（表）

省略

省略 省略

１箇月当たりの運賃等

相当額の合計額又は１

箇月当たりの運賃等相

当額と自転車等の額と

の合計額が９３，０００円を

超えるとき。

９３，０００円×［ 箇月］＝ 円

省

略

１箇月当たりの運賃等

相当額の合計額又は１

箇月当たりの運賃等相

当額と自転車等の額と

の合計額が７８，０００円を

超えるとき。

７８，０００円×［ 箇月］＝ 円

省

略

（裏） 省略 （裏） 省略
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単位期間をいう。以下同じ。）（改正前の規則（以下「旧規則」という。）第１２条第４項第１号に掲げる通勤手当を支給されていた場合

にあっては、同号に定める期間。以下この号において同じ。）の月数から当該支給単位期間に係る最初の月から適用日の属する月の前

月までの月数を減じて得た月数を乗じて得た額（職員が通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合その他の人事委員会が定め

る場合にあっては、人事委員会の定める額）

� 旧規則第１２条第４項第２号に掲げる通勤手当 １箇月当たりの運賃等相当額（規則第１０条第１号に規定する１箇月当たりの運賃等相

当額をいう。以下同じ。）及び条例第１０条第２項第２号に定める額の合計額から７８，０００円を減じた額（その額が１５，０００円を超えるとき

は、１５，０００円）に、適用日前に開始し、かつ、適用日を含む旧規則第１２条第４項第２号に定める期間の月数から当該期間の最初の月か

ら適用日の属する月の前月までの月数を減じて得た月数を乗じて得た額（職員が通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合そ

の他の人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会の定める額）

４ 改正条例第１条の規定による改正前の条例（以下「旧条例」という。）及び旧規則の規定により手当の額及び支給日を決定された通勤

手当（適用日の属する月からこの規則の施行の日の属する月までの間に開始する支給単位期間に係るものに限る。）のうち、旧規則第１２

条第４項各号のいずれかに該当していたものであって、新規則第１２条第４項各号のいずれにも該当しないこととなるものについては、同

項の規定にかかわらず、同項各号に該当するものとみなして、改正条例第１条の規定による改正後の条例及び新規則の規定を適用する。

この場合において、当該通勤手当の額は、１箇月当たりの運賃等相当額等（旧規則第１２条第４項第２号に該当していた場合にあっては、

１箇月当たりの運賃等相当額及び条例第１０条第２項第２号に定める額の合計額）に当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間の月数を乗じて得た額（職員が通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、

人事委員会の定める額）とする。

５ 改正条例附則第４項の規定の適用を受ける職員の通勤手当（適用日を含む支給単位期間に係るものに限る。）、同項の規定により支給

される通勤手当及び前項の規定の適用を受ける通勤手当に係る条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める額は、新規則第１４条第２項の

規定にかかわらず、人事委員会が定める額とする。

６ 改正条例附則第４項の規定による通勤手当の支給等及び附則第４項の規定の適用について、前３項の規定による場合には部内の他の職

員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをす

ることができる。

７ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第４項の規定による通勤手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会が

定める。

８ この規則施行の際現に提出されている旧規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿は、新規則別記様式の規定による通

勤届兼通勤手当認定・確認簿とみなす。

９ この規則施行の際現にある旧規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用する

ことができる。

�愛媛県人事委員会規則７―１２６３
初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の範囲）

第３条 職員給与条例第１８条の４第１項の規定により初任給調整手

当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

� 前条第１項に規定する職に採用された職員及び同条第２項に

規定する職に採用された職員（医師法に規定する医師免許証又

は歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）に規定する歯科医師免

許証を有する者に限る。）であつて、その採用が、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（以下「大学」とい

う。）卒業の日から３７年（臨床研修を経た者にあつては３９年、

医師法の一部を改正する法律（昭和４３年法律第４７号）による改

正前の医師法に規定する実地修練（第６条において「実地修

練」という。）を経た者にあつては３８年）を経過するまでの期

間（

（職員の範囲）

第３条 職員給与条例第１８条の４第１項の規定により初任給調整手

当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

� 前条第１項に規定する職に採用された職員及び同条第２項に

規定する職に採用された職員（医師法に規定する医師免許証又

は歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）に規定する歯科医師免

許証を有する者に限る。）であつて、その採用が、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（以下「大学」とい

う。）卒業の日から３７年（臨床研修を経た者にあつては３９年、

医師法の一部を改正する法律（昭和４３年法律第４７号）による改

正前の医師法に規定する実地修練（第６条において「実地修

練」という。）を経た者にあつては３８年）を経過するまでの期

間（旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるもの
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別表第１及び別表第２を次のように改める。

以下「経過期間」という。）内に行われたもの

� 省略

（支給期間及び支給額）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、１５年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学

卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員と

なつた日までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６

年、実地修練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職

員（学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得

し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を

除く。）に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規

定する職員となつた日からその超えることとなる期間（１年に満

たない期間があるときは、その期間を１年として算定した期間）

に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２・３ 省略

を卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期

間。以下「経過期間」という。）内に行われたもの

� 省略

（支給期間及び支給額）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、１５年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学

（旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含

む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員と

なつた日までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６

年、実地修練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職

員（学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得

し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を

除く。）に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規

定する職員となつた日からその超えることとなる期間（１年に満

たない期間があるときは、その期間を１年として算定した期間）

に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２・３ 省略
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別表第１（第６条関係）

職員の区分

期間の区分

職員給与条例１号職員 職員給与条例

２ 号 職 員

職員給与条例

３ 号 職 員１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種

円 円 円 円 円 円 円

� １年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� １年以上２年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� ２年以上３年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� ３年以上４年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ４６，５００

� ４年以上５年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ４２，７００

� ５年以上６年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ３８，９００

� ６年以上７年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４９，３００ ３５，１００

� ７年以上８年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４７，５００ ３１，３００

	 ８年以上９年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４５，７００ ２７，５００


 ９年以上１０年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４３，９００ ２３，７００

� １０年以上１１年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４２，１００ １９，９００

� １１年以上１２年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４０，３００ １６，１００

 １２年以上１３年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３８，５００ １２，３００

� １３年以上１４年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３６，７００ ８，５００

� １４年以上１５年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３５，３００ ４，７００

� １５年以上１６年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３３，９００

� １６年以上１７年未満 ４１１，２００ ３６５，５００ ３０５，９００ ２４９，１００ １８３，４００ ３２，５００

� １７年以上１８年未満 ４０６，８００ ３６１，５００ ３０２，６００ ２４６，５００ １８１，８００ ３１，１００

� １８年以上１９年未満 ４０２，４００ ３５７，５００ ２９９，３００ ２４３，９００ １８０，２００ ２９，７００

� １９年以上２０年未満 ３９８，０００ ３５３，５００ ２９６，０００ ２４１，３００ １７８，６００ ２８，３００

� ２０年以上２１年未満 ３９３，６００ ３４９，５００ ２９２，７００ ２３８，７００ １７７，０００ ２６，９００

� ２１年以上２２年未満 ３７５，７００ ３３３，８００ ２７９，７００ ２２７，３００ １６８，５００ ２６，３００

� ２２年以上２３年未満 ３５５，９００ ３１６，６００ ２６５，７００ ２１５，４００ １５８，７００ ２５，７００

� ２３年以上２４年未満 ３３６，６００ ２９９，９００ ２５２，２００ ２０３，４００ １４９，６００ ２４，７００

� ２４年以上２５年未満 ３１７，２００ ２８３，０００ ２３８，３００ １９１，６００ １３９，９００ ２４，１００

� ２５年以上２６年未満 ２９７，７００ ２６６，１００ ２２４，６００ １７９，８００ １３０，７００ ２３，５００

� ２６年以上２７年未満 ２７５，０００ ２４５，３００ ２０７，０００ １６５，４００ １１９，７００ ２２，９００

� ２７年以上２８年未満 ２５２，８００ ２２４，９００ １８９，９００ １５１，１００ １０９，３００ ２２，３００

� ２８年以上２９年未満 ２３０，４００ ２０４，５００ １７２，６００ １３６，８００ ９９，０００ ２１，５００

� ２９年以上３０年未満 ２０７，６００ １８３，７００ １５５，０００ １２２，５００ ８８，０００ ２１，２００

� ３０年以上３１年未満 １８２，８００ １６１，８００ １３７，０００ １０７，５００ ７７，４００ ２０，８００

 ３１年以上３２年未満 １５７，９００ １３９，９００ １１８，７００ ９２，７００ ６６，３００ ２０，２００

! ３２年以上３３年未満 １３３，３００ １１８，２００ １００，８００ ７７，５００ ５５，９００ １９，３００

" ３３年以上３４年未満 ９７，５００ ８８，２００ ７６，２００ ５９，５００ ４２，７００ １８，４００

# ３４年以上３５年未満 ６２，２００ ５８，４００ ５１，９００ ４１，１００ ２９，５００ １７，７００

備考１ この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

２ この表において、「職員給与条例１号職員」とは職員給与条例第１８条の４第１項第１号の職を占める職員を、「職員給与条例

２号職員」とは同項第２号の職を占める職員を、「職員給与条例３号職員」とは同項第３号の職を占める職員をいう。

３ この表において、「１種」とは第２条第１項第１号の職を占める職員を、「２種」とは同項第２号の職を占める職員を、「３

種」とは同項第３号の職を占める職員を、「４種」とは同項第４号の職を占める職員を、「５種」とは同項第５号の職を占める

職員をいう。
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別表第２（附則第３項関係）

職員の区分

期間の区分
職員給与条例２号職員 職員給与条例３号職員

円 円

� １年未満 ３５，８００ ３５，２００

� １年以上２年未満 ３５，８００ ３５，２００

� ２年以上３年未満 ３５，８００ ３５，２００

� ３年以上４年未満 ３５，８００ ３２，６００

� ４年以上５年未満 ３５，８００ ２９，９００

� ５年以上６年未満 ３５，８００ ２７，２００

� ６年以上７年未満 ３４，５００ ２４，６００

� ７年以上８年未満 ３３，３００ ２１，９００

	 ８年以上９年未満 ３２，０００ １９，３００


 ９年以上１０年未満 ３０，７００ １６，６００

� １０年以上１１年未満 ２９，５００ １３，９００

� １１年以上１２年未満 ２８，２００ １１，３００

 １２年以上１３年未満 ２７，０００ ８，６００

� １３年以上１４年未満 ２５，７００ ６，０００

� １４年以上１５年未満 ２４，７００ ３，３００

� １５年以上１６年未満 ２３，７００

� １６年以上１７年未満 ２２，８００

� １７年以上１８年未満 ２１，８００

� １８年以上１９年未満 ２０，８００

� １９年以上２０年未満 １９，８００

� ２０年以上２１年未満 １８，８００

� ２１年以上２２年未満 １８，４００

� ２２年以上２３年未満 １８，０００

� ２３年以上２４年未満 １７，３００

� ２４年以上２５年未満 １６，９００

� ２５年以上２６年未満 １６，５００

� ２６年以上２７年未満 １６，０００

� ２７年以上２８年未満 １５，６００

� ２８年以上２９年未満 １５，１００

� ２９年以上３０年未満 １４，８００

� ３０年以上３１年未満 １４，６００

 ３１年以上３２年未満 １４，１００

! ３２年以上３３年未満 １３，５００

" ３３年以上３４年未満 １２，９００

# ３４年以上３５年未満 １２，４００

備考１ この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

２ この表において、「職員給与条例２号職員」とは職員給与条例第１８条の４第１項第２号の職を占める職員を、「職員給与条例

３号職員」とは同項第３号の職を占める職員をいう。
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の初任給調整手当の支給等に関する規則別表第１及び別表第２の規定は、令和５年４月１日から適用する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２６４
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第１項

又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１２４以上１００分の２１０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４８以上１００分の２５０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１１２．５以上１００分の１２４未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１３３．５以上１００分の１４８未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の１０１（特定幹部職員にあつて

は、１００分の１２１）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９２．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１１１．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２１０とする。

３ 省略

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の５１．５以上（特定幹部職員に

あつては、１００分の６１．５以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４８ （特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５８ ）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４６ 以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５６ 以下）

２ 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第１項

又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１９以上１００分の２００以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４３以上１００分の２４０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０７．５以上１００分の１１９未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１２８．５以上１００分の１４３未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の９６ （特定幹部職員にあつて

は、１００分の１１６）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の８７．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１０６．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２００とする。

３ 省略

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の４９ 以上（特定幹部職員に

あつては、１００分の５９ 以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４５．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５５．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４３．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５３．５以下）

２ 省略
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第２条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第１４条第１項及び第２項並びに第１４条の２第１項の規定は、

令和５年１２月１日から適用する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２６５
教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第１項

又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１２１．５以上１００分の２０５以

下（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下

この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４５．５以上１００分の２４５以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１１０以上１００分の１２１．５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１３１以上１００分の１４５．５未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の９８．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の１１８．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９０ 以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１０９ 以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２０５とする。

３ 省略

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の５０．２５以上（特定幹部職員に

あつては、１００分の６０．２５以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４６．７５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５６．７５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４４．７５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５４．７５以下）

２ 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第１項

又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１２４以上１００分の２１０ 以

下（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下

この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４８以上１００分の２５０ 以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１１２．５以上１００分の１２４未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１３３．５以上１００分の１４８未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の１０１ （特定幹部職員にあつ

ては、１００分の１２１ ）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９２．５以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の１１１．５以下）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の２１０とする。

３ 省略

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の５１．５ 以上（特定幹部職員に

あつては、１００分の６１．５ 以上）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の４８ （特定幹部職員にあつ

ては、１００分の５８ ）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の４６ 以下（特定幹部職

員にあつては、１００分の５６ 以下）

２ 省略
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愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３９０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の教育職員の管理職手当に関する規則別表第２の規定は、令和５年４月１日から適用する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２６６
会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１２２３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当 職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 ７９，２００円 ４ 級 １ 種 ７９，０００円

省略 省略

省略 省略

２ 高等学校等教育職員給料表 ２ 高等学校等教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当 職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 ８３，５００円 ４ 級 １ 種 ８３，２００円

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（初任給調整手当に相当する報酬）

第９条 条例第１１条第１項の規定により初任給調整手当に相当する

報酬を支給される第１号会計年度任用職員は、次に掲げる第１号

会計年度任用職員とする。

� 前条第１項に規定する職に採用された第１号会計年度任用職

員及び同条第２項に規定する職に採用された第１号会計年度任

用職員（医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法（昭和２３

年法律第２０２号）に規定する歯科医師免許証を有する者に限

る。）であって、その採用が、学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）に規定する大学（以下「大学」という。）卒業の日から３７

年（臨床研修を経た者にあっては３９年、医師法の一部を改正す

る法律（昭和４３年法律第４７号）による改正前の医師法に規定す

る実地修練（第１２条において「実地修練」という。）を経た者

にあっては３８年）を経過するまでの期間（

以下「経過期間」という。）内に行われたもの

� 省略

（初任給調整手当に相当する報酬）

第９条 条例第１１条第１項の規定により初任給調整手当に相当する

報酬を支給される第１号会計年度任用職員は、次に掲げる第１号

会計年度任用職員とする。

� 前条第１項に規定する職に採用された第１号会計年度任用職

員及び同条第２項に規定する職に採用された第１号会計年度任

用職員（医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法（昭和２３

年法律第２０２号）に規定する歯科医師免許証を有する者に限

る。）であって、その採用が、学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）に規定する大学（以下「大学」という。）卒業の日から３７

年（臨床研修を経た者にあっては３９年、医師法の一部を改正す

る法律（昭和４３年法律第４７号）による改正前の医師法に規定す

る実地修練（第１２条において「実地修練」という。）を経た者

にあっては３８年）を経過するまでの期間（旧専門学校令（明治

３６年勅令第６１号）による専門学校等で人事委員会の定めるもの

を卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれに準ずる期

間。以下「経過期間」という。）内に行われたもの

� 省略
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別表を次のように改める。

第１２条 初任給調整手当に相当する報酬の支給期間は３５年（第９条

第２号に規定する第１号会計年度任用職員にあっては、１５年）と

し、その額は第１号会計年度任用職員の区分及び採用の日又は第

１０条に規定する第１号会計年度任用職員となった日以後の期間の

区分に応じた別表に掲げる額に次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。この場

合において、第９条第１号又は第１０条に規定する第１号会計年度

任用職員で大学

卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に

規定する第１号会計年度任用職員となった日までの期間が４年

（臨床研修を経た場合にあっては６年、実地修練を経た場合にあ

っては５年）を超えることとなるもの（学校教育法に規定する大

学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期

間を経過した日から３年内のものを除く。）に対する同表の適用

については、採用の日又は同条に規定する第１号会計年度任用職

員となった日からその超えることとなる期間（１年に満たない期

間があるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当す

る期間初任給調整手当に相当する報酬が支給されていたものとす

る。

�～� 省略

２・３ 省略

第１２条 初任給調整手当に相当する報酬の支給期間は３５年（第９条

第２号に規定する第１号会計年度任用職員にあっては、１５年）と

し、その額は第１号会計年度任用職員の区分及び採用の日又は第

１０条に規定する第１号会計年度任用職員となった日以後の期間の

区分に応じた別表に掲げる額に次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。この場

合において、第９条第１号又は第１０条に規定する第１号会計年度

任用職員で大学（旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の

定めるものを含む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に

規定する第１号会計年度任用職員となった日までの期間が４年

（臨床研修を経た場合にあっては６年、実地修練を経た場合にあ

っては５年）を超えることとなるもの（学校教育法に規定する大

学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期

間を経過した日から３年内のものを除く。）に対する同表の適用

については、採用の日又は同条に規定する第１号会計年度任用職

員となった日からその超えることとなる期間（１年に満たない期

間があるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当す

る期間初任給調整手当に相当する報酬が支給されていたものとす

る。

�～� 省略

２・３ 省略
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別表（第１２条関係）

職員の区分

期間の区分

条例１号職員
条例２号職員 条例３号職員

１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種

円 円 円 円 円 円 円

� １年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� １年以上２年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� ２年以上３年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ５０，３００

� ３年以上４年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ４６，５００

� ４年以上５年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ４２，７００

� ５年以上６年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ５１，１００ ３８，９００

� ６年以上７年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４９，３００ ３５，１００

� ７年以上８年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４７，５００ ３１，３００

	 ８年以上９年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４５，７００ ２７，５００


 ９年以上１０年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４３，９００ ２３，７００

� １０年以上１１年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４２，１００ １９，９００

� １１年以上１２年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ４０，３００ １６，１００

 １２年以上１３年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３８，５００ １２，３００

� １３年以上１４年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３６，７００ ８，５００

� １４年以上１５年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３５，３００ ４，７００

� １５年以上１６年未満 ４１５，６００ ３６９，５００ ３０９，２００ ２５１，７００ １８５，０００ ３３，９００

� １６年以上１７年未満 ４１１，２００ ３６５，５００ ３０５，９００ ２４９，１００ １８３，４００ ３２，５００

� １７年以上１８年未満 ４０６，８００ ３６１，５００ ３０２，６００ ２４６，５００ １８１，８００ ３１，１００

� １８年以上１９年未満 ４０２，４００ ３５７，５００ ２９９，３００ ２４３，９００ １８０，２００ ２９，７００

� １９年以上２０年未満 ３９８，０００ ３５３，５００ ２９６，０００ ２４１，３００ １７８，６００ ２８，３００

� ２０年以上２１年未満 ３９３，６００ ３４９，５００ ２９２，７００ ２３８，７００ １７７，０００ ２６，９００

� ２１年以上２２年未満 ３７５，７００ ３３３，８００ ２７９，７００ ２２７，３００ １６８，５００ ２６，３００

� ２２年以上２３年未満 ３５５，９００ ３１６，６００ ２６５，７００ ２１５，４００ １５８，７００ ２５，７００

� ２３年以上２４年未満 ３３６，６００ ２９９，９００ ２５２，２００ ２０３，４００ １４９，６００ ２４，７００

� ２４年以上２５年未満 ３１７，２００ ２８３，０００ ２３８，３００ １９１，６００ １３９，９００ ２４，１００

� ２５年以上２６年未満 ２９７，７００ ２６６，１００ ２２４，６００ １７９，８００ １３０，７００ ２３，５００

� ２６年以上２７年未満 ２７５，０００ ２４５，３００ ２０７，０００ １６５，４００ １１９，７００ ２２，９００

� ２７年以上２８年未満 ２５２，８００ ２２４，９００ １８９，９００ １５１，１００ １０９，３００ ２２，３００

� ２８年以上２９年未満 ２３０，４００ ２０４，５００ １７２，６００ １３６，８００ ９９，０００ ２１，５００

� ２９年以上３０年未満 ２０７，６００ １８３，７００ １５５，０００ １２２，５００ ８８，０００ ２１，２００

� ３０年以上３１年未満 １８２，８００ １６１，８００ １３７，０００ １０７，５００ ７７，４００ ２０，８００

 ３１年以上３２年未満 １５７，９００ １３９，９００ １１８，７００ ９２，７００ ６６，３００ ２０，２００

! ３２年以上３３年未満 １３３，３００ １１８，２００ １００，８００ ７７，５００ ５５，９００ １９，３００

" ３３年以上３４年未満 ９７，５００ ８８，２００ ７６，２００ ５９，５００ ４２，７００ １８，４００

# ３４年以上３５年未満 ６２，２００ ５８，４００ ５１，９００ ４１，１００ ２９，５００ １７，７００

備考１ この表において、期間の区分の欄に掲げる年数は、採用の日又は第１０条各号の第１号会計年度任用職員となった日以後の期間
を示す。

２ この表において、「条例１号職員」とは条例第１１条第１項第１号の職を占める第１号会計年度任用職員を、「条例２号職員」
とは同項第２号の職を占める第１号会計年度任用職員を、「条例３号職員」とは同項第３号の職を占める第１号会計年度任用職
員をいう。

３ この表において、「１種」とは第８条第１項第１号の職を占める第１号会計年度任用職員を、「２種」とは同項第２号の職を
占める第１号会計年度任用職員を、「３種」とは同項第３号の職を占める第１号会計年度任用職員を、「４種」とは同項第４号
の職を占める第１号会計年度任用職員を、「５種」とは同項第５号の職を占める第１号会計年度任用職員をいう。
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則別表の規定は、令和５年４月１日から適用する。

令和５年１２月２２日 発行


